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「施工体制台帳」等の一部改正について（参考送付） 

 

標記について、下記のとおり一部改正を行ったので通知します。 

 

記 

 

１ 主な改定内容 

(1) 「施工体制台帳」及び「再下請負人通知書」の記載に『一号特定技能外国人の従事の

状況（有無）』の確認欄を追加。 

(2) [「施工体制チェックポイント」（土木工事編）２．施工体制台帳の確認]に「一号特定

技能外国人、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況」を備考に追加 

 

２ 適用 

  本通知をもって適用する。適用期日以前に契約を締結した工事についても適用とする。 

 

３ その他 

改定内容は、建設管理課ホームページにて閲覧できます。 

土木： 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/doboku-yousiki.html 

建築： 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/kenchiku-kouji-jitsumuyouran-h29.html 

 

 

 

 

【問合せ先】 

・土木工事に関すること      担 当 技術管理担当 

電 話 ０４８－８３０－５２０１ 

ＦＡＸ ０４８－８３０－４８６８ 

e-mail a5190-02@pref.saitama.lg.jp 

・建築工事に関すること      担 当 建築技術・積算担当 

電 話 ０４８－８３０－５１９２ 

ＦＡＸ ０４８－８３０－４８６８ 

e-mail a5190-06@pref.saitama.lg.jp 


